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     敦賀発電所２号機 
第１４回定期検査における２次系配管の点検計画等に

 
 敦賀発電所２号機の第１４回定期検査における２次系配管の点検計画

に報告する。 
 
１．２次系配管の管理 

  国内プラントで発生した２次系配管破損事故を踏まえ、現在、「原

管肉厚の管理指針（ＰＷＲ）」（以下、指針という）の見直しを日本機

ているが、指針見直しまでの当面の間、現行の指針をもとに、２次系

とおり充実を図ることとする。 

点検系統 従来の管理 今後の

主要点検

系統 
1. 点検時期 

余寿命５年以下となる時期より、基本

的に毎定期検査で点検 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 取替時期 
最小必要肉厚を下回らないように取

替を計画 

1-1. 点検時期 
 余寿命５年以下と

期検査で点検 
1-2. 減肉率評価の

最小自乗法評価が

測定を順次実施 
 
 
 
 
1-3. 未点検箇所 
未点検箇所は、今

点検 

2-1. 取替時期 
最小必要肉厚を下

替を計画 
その他の

系統 
1. 点検時期 

１０年で２５％ 
1-1 点検時期、1-2
上、2-1 取替時期 
 主要点検系統と

1-3. 未点検箇所 

未点検箇所は、至

検査で全て点検 

測定は５定期検査を

するが、現在５定期

については、至近の

測定を行う 

なお新指針が制定された以降は、新指針に基づく管理を行う。 
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６年１２月２１日 
子力発電株式会社 

ついて 

等について、以下

子力設備２次系配

械学会で審議され

配管の管理を次の

管理 

なる時期より毎定

精度向上 
可能な３回以上の

回の定期検査で全て

回らないように取

減肉率評価の精度向

同様な管理を行う 

近の３回以内の定期

超えない間隔で実施

検査を超えているもの

３回以内の定期検査で



２．第１４回定期検査の２次系配管の点検計画等 
 上記１．に基づいた第１４回定期検査における２次系配管の点検計画は、次のとおり

である。 
(1) 国内プラントで発生した２次系配管破損事故に鑑み、２次系配管については、当初

計画の肉厚測定箇所２３５箇所に加え１６５０箇所について肉厚測定（超音波検査）

を実施する。 

 ① 主要点検部位（ ５９１部位：内訳…当初計画１９１部位、追加… ４００部位） 

② その他部位 （１２９４部位：内訳…当初計画 ４４部位、追加…１２５０部位） 

(2) 過去の点検結果から、給水配管及び復水配管で減肉傾向が見られる部分について、

計画的に炭素鋼製配管を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼製配管に取替

える。 
(3) １０月１５日に配管減肉による漏えいが確認されたＡ低圧給水加熱器ドレンタンク

常用水位制御弁下流側配管について、Ａ系統の当該部配管を切断し配管の取替え※

を行うとともに、原因調査を実施する。また、類似するＢ、Ｃ系統の配管について

も減肉が確認されているため、配管の取替え※を行う。 

※：炭素鋼製から耐食性に優れたステンレス鋼製に取替える。 

（添付資料－１～２） 
 
 
添付資料 
（１）２次系配管点検等の計画 
（２）低圧給水加熱器ドレンタンク常用水位制御弁下流側配管取替え 
 
参考 
 ・第１４回定期検査時の配管肉厚測定部位抽出フロー 
 
 
 

以上 

２ 



添付資料－１ 
２ 次 系 配 管 点 検 等           

 

 

 
ａ）２次系配管点検   

国内プラントで発生した２次系配管破損事故に鑑み、当初計画の肉厚測定箇所２３５箇所に加え、 
  １６５０箇所について肉厚測定（超音波検査）を実施します。 
ｂ）給水、復水配管取替工事 

給水配管及び復水配管でエロージョン・コロージョン※による減肉傾向が見られる部分について、 
  計画的に炭素鋼製配管を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼製配管に取替えます。 

※エロージョン・コロージョン：乱流を伴う高速の流れの中で、金属が機械的な減耗作用と化学的な腐食との相互 
               作用によって浸食を受けること。 

概 要 
ａ）２次系配管点検 

点検対点検区分 
総 数 

主要点検系統 2052 

その他の系統注１ 2877 
合  計 4929 

注１：敦賀２号機低圧給水加熱

位を含む。 
注２：現在の点検計画に加え、

高圧第６ 
給水加熱器 

給水ポンプ

給水ブースタ 
ポンプ 

湿分分離加熱器
ドレンタンク

スチームコンバータへ

ＳＧブロー 

脱気器 

脱気器タン

①

② 
③ ④ 

蒸気発生器

ｂ）給水、復水配管取替工事 

No． 配 管 部 位

① 脱気器入口復水

② 給水ポンプ出口

③ 高圧第６給水加熱

④ 高圧第６給水加熱器出

 

象

器

系 統 名 

 

ク

配

配

器

・ 復水系統      

・給水系統 

・ 主蒸気系統 

・抽気系統 

・ドレン系統 
・そ の 他 

 

高圧タービン 低圧タービン 

主復水器 

復水ポンプ
湿分分離加熱器

湿分分離器 
ドレンタンク

湿分分離器 
ドレンポンプ 

２ 次 系 概 略 系 統 図            

グランド蒸気 
復水器 

復水ブースタポンプ

復水処理 
装置 
（肉厚管理実施）部位数 当初計画点検箇所数 追加点検箇所数注２ 
点検済 点検未実施 点検未実施部位 点検済部位 点検未実施部位 点検済部位 

2033 19 19 172 0 400 

1648 1229 44 0 950 300 

3681 1248 235 1650 

ドレンタンク常用水位制御弁下流側配管からの漏えい事象の水平展開箇所を反映した部

必要と判断される箇所については、追加して点検を行う場合がある。 

低圧第２ 
給水加熱器 

低圧第３ 
給水加熱器 

低圧第４ 
給水加熱器 

低圧第１ 
給水加熱器 

 

 

低圧給水加熱器ドレンポンプ 

 

次頁参照 

 材   質 

管 炭素鋼→低合金鋼 

管 炭素鋼→ステンレス鋼 

入口 炭素鋼→低合金鋼 

口弁下流 炭素鋼→低合金鋼 
３ 



添付資料－２ 

低圧給水加熱器ドレンタンク常用水位制御弁下流側配管取替え 

 
 １

弁下

管に

 

前頁
概  要
０月１５日に配管減肉による漏えいが確認された、Ａ低圧給水加熱器ドレンタンク

流側配管について、Ａ系統の当該部配管を切断し原因調査を実施するとともに、Ｂ

ついても炭素鋼製から耐食性に優れたステンレス鋼製に取替えます。 

 概略系統図参照 

 

Ａ 低 圧 第 ２ 
給水加熱器 

Ａ低圧第１ 
給水加熱器 

Ａ低圧給水加熱器 
ドレンタンク 

Ａ低圧給水加熱器ドレンタンク 
常用水位制御弁 

 取替

漏えい箇所

Ａ低圧給水加熱器ドレンポンプ

Ａ低圧給水加熱器ドレンタンク 
非常用水位制御弁 

［測定最小厚さ］  制御弁側   配管側 

Ａ系統 ２.７mm ３.０mm 

Ｂ系統 ３.０㎜ ３.５㎜ 

Ｃ系統 ３.８㎜ ４.５㎜ 

              

低圧給水加熱器 
ドレンポンプより 

  漏えい箇所 
  （長さ約１mm、幅約０

常用水位制御弁 
（通常 50％開） 

レジュ

 

肉厚測定結果 

 

脱気器へ 

復水器へ 

４ 
常用水位制御

、Ｃ系統の配

復水器より 

範囲 

 

配管取替、材質変更［炭素鋼→ＳＵＳ３０４］
.１mm） 
復 水 配 管

低圧給水加熱器 
ドレンポンプ出口弁
ーサ 
［必要最小厚さ］ 
  制御弁側：３．８㎜ 
  配 管 側：４．３㎜ 



参  考 

第１４回定期検査時の配管肉厚測定部位抽出フロー 

 
＜主要点検系統＞   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当初計画 今定検の追加点検 

１９１箇所 

（未点検箇所19箇所含む） 
４００箇所 

Ｙ：191 

Ｎ：1841 

Ｙ：1623 

（第 1

※：３定

Ｎ：662 

Ｙ：961 ※ 

前回測定後 
５定検以上経過 

Ｎ：218 
（３回以上測定） 

１回／２回 
測定 

当初計画 
あ り 

＜当初計画の対象箇所＞ 
・点検未完了部位は全数点検

・余寿命 5年未満は全数点検

・測定実績 2回以下の部位より

対象箇所を抽出 

 
 

 

５ 
今後の管理方法に基づき実施 
８８０箇所 
２０５２箇所 
4 回取替２０箇所は除く）
合計 
５９１箇所 

検で分割して点検 



＜その他の系統＞ 

Ｎ：10

Ｙ：620 ※１ 
減肉傾

前回測定後 
５定検以上経過 

Ｙ：1645 

Ｎ：3 
（３回

１回／２回 
測定 

Ｎ：2833 

測定実績あり 

Ｙ：1648 

Ｎ：1185 ※１

当初計画 
あ り 

Ｙ：44 

２８７７箇所 
 
 

測定実績なし：1229 箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１：３定検で分割し 

当初計画 今定検の追加点検 今定検の追加点検 

４４箇所 ９５０箇所 ３００箇所※２ 

※２：低圧給水加熱器ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ制御弁水平展開 55 箇所含む

６ 
＜当初計画の対象箇所＞ 
・管理指針に基づく未測

定箇所 
25 

向により点検計画 
１０２８箇所 

以上測定） 

て点検 

合 計 
 

１２９４箇所 

 


